
男鹿市公告第９号 

 
 
 地域農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１９条第１項の規定によ

り、地域計画を策定したので、同条第 8 項の規定により公告する。 

 
令和７年３月２５日 

男鹿市長 菅 原 広 二 

 
１ 地域農業経営基盤強化促進計画 

地区名 集落 内容 
五里合基盤整備区域 鮪川・中石・橋本・高屋・谷地・石神・箱井 策定 

船川地区 仁井沢・馬生目・仁井山・田中・比詰・羽立・金

川・船川・南平沢・増川・女川・台島・椿・双六・

小浜・門前 

策定 

男鹿中地区 開・三ツ森・島田・滝川・杉下・山田・中間口・

町田・牧野・浜間口 
策定 

北浦地区 入道崎・西黒沢・湯ノ尻・湯本・野村・西水口・

真山・安全寺・相川・北浦 
策定 

野村基盤整備区域 野村・湯本・西水口 策定 
脇本地区 脇本・田谷沢・富永・浦田・樽沢・百川 策定 
五里合地区 鮪川・中石・神谷・箱井・琴川 

※五里合基盤整備区域を除く 
策定 

船越地区 船越 策定 
払戸・福川地区 小深見・渡部・潟端・福川 策定 
角間崎～福米沢地区 角間崎・鵜木・道村・松木沢・本内・福米沢・

土花・福野 
策定 

野石地区 野石・宮沢・釜谷地・玉ノ池・石田川原・五明光・

八ツ面・申川・土花・福野 
策定 

 
２ 地域計画の縦覧場所 

   
  男鹿市船川港船川字泉台６６－１  

男鹿市農林水産課農業振興班 

 


